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は じ め に 

 

 本市の職員は，基本理念にのっとり，

あらゆる職務について，市民参加の推  

進を図る視点に立ち，公正かつ誠実に  

これを遂行しなければならない。  

（ 本 市 等 の 責 務 ）『 京 都 市市 民 参 加 推 進 条 例 』

第 3 条 -第 4 項  

 

 いきなり条例の文言をつきつけられては,

いかに優秀な京都市職員の皆さんといえども

なんらかの戸惑いを覚えたのではないでしょ

うか。 

 さて，上記と下の囲みの中の文章は，平成

15 年 8 月に施行された京都市市民参加推進

条例からの抜粋です。京都市では，平成 13

年 12 月の「市民参加推進計画」策定以降，

全国に先駆けて「市民参加の推進」に関する 

様々な取組を進めています。 

 

 それでもなお，「本市の職員は…市民参加の

推進を図る視点に立ち，…これを遂行しなけ

ればならない。」と言われてしまうと，なんだ

かもやもやとした気分になる…。 

 もやもやの原因や感じ方は，ひとりひとり

違うでしょうけれど，大きくまとめると次の

二つのことが言えるのではないでしょうか。 

ひとつめは， 

「条例に書いてあるから，～しなければなら

ないの？」という疑問。 

もうひとつは， 

「”しなければならない”とはいえ，何をどこ

から，どれぐらい～しなければならないの？」

という質問につながるアレコレ。 

 職員の皆さんのこうした疑問や戸惑いをあ

りのまま受けとめ，市職員の皆さんと一緒に

京都市市民参加推進条例より抜粋  

本市は，代表民主制を基本とする地方自治制度の下，市民の市政への参加と市民に

よる自主的なまちづくりについて，これらを市政運営の基本原則とし，基本理念を

定め，並びに本市及び市 民の責務を明らかにするとともに，多様な参加の機会を確

保することにより，本市と市民とのパートナーシップに基づく市政の推進を図り，

もって豊かで活力ある地域社会を実現することを決意し，この条例を制定する。  

(目的 ) 

第 1 条  この条例は，本市及び市民が共に市民参加 (市民が市政に参加し，及び
まちづくりの活動を行うことをいう。以下同じ。 )を推進するための基
本的事項を定めることにより，市民の知恵と力を生かした市政及び個性
豊かなまちづくりの推進に資することを目的とする。  

(基本理念 ) 

第 2 条  市民参加は，本市と市民との協働 (自らの果たすべき役割を自覚して対
等の立場で協力し合い，及び補完し合うことをいう。以下同じ。 )の精
神に基づき，市民による市政への参加とまちづくりの活動とが相まっ
て，推進されなければならない。  

   2 市民参加は，市民の豊かな社会経験及び創造的な活動が尊重されるとと
もに，市民の福祉の増進及び市政運営の効率性が確保されることを基本
として推進されなければならない。  

   3 市長その他の本市の行政機関は，市民参加の推進に当たっては，市会の
権限及び役割を尊重しなければならない。  
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手掛かりになる視点やヒントになりそうな事

例を探したいと考えてこの手引きを作成しま

した。 

 

 内容については，職員研修を兼ねた「市職

員円卓会議」を開催して各局区等から市職員

の参加を募り，市民参加の課題や手引きに盛

り込むアイデアを自由に出していただきまし

た。一方で，市民の皆さんにも協働のこぼれ

話をおうかがいするなど随所にご協力をいた

だきました。 

 そうして，一問一答の how-to ではなく，

複数の職員をイメージしたキャラクター達の

対話による成長ストーリー(?)のような体裁

に行きついたのが，この手引きです。 

 

どうぞ，目にとまった見出しのページから，

気軽に読み進めてみてください。 

 

京都市市民参加推進フォーラム委員一同 

 

○登場人物は… 

大徳寺さん：区役所 3 年，本庁５年， 

区役所地域力推進担当２年目 

渡月さん：区役所庶務担当一筋在職５年目 

清水さん：区役所地域力推進担当３年， 

本庁１年目 

 

○場面は… 

 御池創生館からほど近い居酒屋。 

昨年度某区役所の職場仲間であった 3 人が，職

員研修で再会。“ちょっとした延長戦”を兼ねて，ま

ずは乾杯。肴の到着を待ちながら，ゆるゆると会

話が始まります…。 

 

 

 

 

●この手引きはこんな風に活用してください 

・職員用イントラ内に掲載します。 

 ⇒「市民参加」「市民対応」の疑問に… 

 ⇒章ごとにプリントアウトしてミニ研修に 

  

・職員研修のテキストとして活用します。 

 ⇒さらなる疑問・質問で市民参加の深化を 

 ⇒職員の手で手引きのバージョンアップを 

 

●京都市 市民参加関係施策の経緯 

平成 13 年 (第 1 期)京都市市民参加推進計画 

    ～平成 22 年度(平成 18 年改定) 

 

平成 14 年  市民参加推進会議設置(2 月) 

市民参加推進フォーラム設置(8 月) 

 

平成 15 年 市民活動総合センター開館(6 月) 

     京都市市民参加推進条例(8 月施行) 

 

平成 23 年 (第 2 期)京都市市民参加推進計画 

    ～平成 32 年度(平成 2８年改定) 

 

●市民参加推進フォーラムの取り組み 

  ・市民参加円卓会議の運営(H17 年度～) 

  ・市民公募委員交流会（サロン） 

の運営(H18 年度～) 

  ・市民参加こんなんえーやん宣言！(H18.3) 

  ・新たな市民参加推進計画 

    策定にあたっての提言書(H22.2) 

  ・市民参加を進めるための 

    審議会等運営ガイドブック(H22.3) 

  ・職員のための市民参加推進の手引き(H24.4) 

    第 1 部 市民参加の考え方 

    第 2 部 市政参加編 

  ・協働がおいしくなる KYO のﾚｼﾋﾟ帳(H26.7) 

  ・第２期京都市市民参加推進計画 

改訂に当たっての提言書(H27.11) 
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Ｑ１：そもそも「まちづくり」って何だろう？ 

Ａ１…まちづくりは「より良いまちにして

いくため」の取組。市民も行政も当事

者。 

 

：「まちづくり」って今一つその意味が分

かんないんですよね。 

 都市計画とか都市基盤整備とか再開発と

か言ってくれるとまだ少し分かるけど，

それって行政の仕事でしょ？「市民のま

ちづくり」ってのには当てはまらないし。 

：私も当たり前のように使ってる言葉だ

けど，確かに一言では説明できないな。 

：平仮名で書く「まちづくり」っていう言   

 葉が使われ出したのは，だいたい高度経

済成長期の終わりの頃。戦後復興を旗印

に行政主導でどんどん進めていた都市開

発に対して，もっと市民・住民の意向を

反映したものにしていこうという運動が

ルーツらしい。 

：「市民参加型の都市開発」とか，そうい

う意味ですか。 

：うん，もともとはね。 

 でも道路とか建物をつくっただけで「ま

ち」になるわけじゃないだろ？そこに人

の営みがあって初めて「まち」になる。 

だから，そこで暮らす人がどう暮らした

いか，働く人たちがどう働きたいかを考

えて，それを実際のまちに反映させてい

くことが「まちづくり」だと言えるね。 

 そうすると，道路や建物なんかの建設を

伴わないものも含まれてくる。 

：例えば，安心して暮らせるまちにしたい 

 と思ったら，街路灯とか歩道の整備も必

要かもしれないけれど，パトロール活動

や住んでいる人たちの意識づくりも必要 

 …と，そういうことですね。 

：そう，だから「まちづくり」とは「より 

 

   よいまちにしていくための取組全般」って

いうのがいいかな？ 

 だとすれば市民にも行政にも，それぞれ

役割があるっていえるよね。 

 

 

Ｑ２：「まちづくり」に行政が果たす役割と  

    は？ 

Ａ２…市民の意向を受け止めて施策に反映す

ること。そして「市民のまちづくり活動

をサポートする」こと。 

 

：ええと，行政の役割は，市民の意向を

受け止めて，それを施策に反映させてい

くことですよね。でも，そんなことが広

がっていったらどんどん財政負担が増え

るじゃないですか。 

：そうとも限らない。市民のニーズに合

った施策を行うことで，より生きたお金

の使い方ができるっていう逆のケースも

あるだろ？ 

 そして，市民の意向を受け止めて施策に

反映するっていうのは大事なことだけれ

ど，行政の役割はそれだけじゃない。 

：え，何だろう？ 

：市民のまちづくり活動の活性化をサポ

ートする役割だよ。 

：おっとー！来ましたね今回の本題が！ 

 

 

Ｑ３：行政が市民の取組をサポートする目的 

    とは？ 

Ａ３…「まちづくり」をともに進める立場と

して，もう一方の当事者である市民の「自

分たちのまちは自分たちでなんとかす

る」という機運を高めるため。 

 

：地域の活動にしても，ＮＰＯとかボラ

ンティア団体の活動にしても，本来市民

第１章 行政が市民参加や協働を展開する必要性と意義 

(1) 市民のまちづくりの活性化はなぜ必要？ 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  

Ｑ１：そもそも「まちづくり」って何だろう？ 

Ｑ２：「まちづくり」に行政が果たす役割とは？ 

Ｑ３：行政が市民の取組をサポートする目的とは？ 

 

☞ 
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の方々の自発的な活動ですよね。サポー

トっていうと聞こえはいいけれど，これ

って市民自治への介入ってことにならな

いのかなって思うときもありますが。 

：あ，分かりました！つまり，いろいろサ

ポートすることで恩を売って，我々のやっ

てほしい方向で活動してもらうよう仕向

ける！…そういうことですね，なるほど。  

：違う違う，それじゃ買収だろ（笑）。 

さっきも言ったけど，まちづくりは市民の

取組と行政の取組が相まって進むもの。 

 市民の取組っていうのは行政に向けて提

案や要望することだけじゃなくて，自ら

まちをより良くするための事業に取り組

むというのもあるよね。ほら，さっき話

に出ていた安全パトロールとか意識づく

りのための啓発活動とか。 

：他にもたくさんありますね。商店街を盛

り上げるためのイベントとかも入るのか

な…。 

 あっ！そもそもＮＰＯって「非営利非政

府の，地域・社会の課題解決組織」です

よね。自治会も文字通り「地域自治の組

織」ですし。 

：そういう市民自らが実施する事業がどん

どん広がっているのが，いいまちなのはま

ちがいない。 

：あ，さりげなく今ダジャレ言いましたね。 

：と，ともかく！行政の立場としても，市

民の皆さんの「自分たちのまちは自分たち

でなんとかする」という機運の高まりに

は期待したい。 

 けれど，実際に活動を立ち上げたり継続

したりっていうのは結構大変なことだよ

ね。 

：当然お金もかかりますし，手間暇もいり

ますよね。もちろん人手も。 

：そう，だからそういう機運がしぼまない

ように，動き出した活動が継続するように，

そしてさらに発展していくように，まち

づくりの一方の当事者として，我々行政

も応援しなくちゃ！ということだよ。 

：あ！あ！今度こそ猛烈にちゃんと理解

しました！つまりそうすることで我々の

仕事も合理化できる。財政負担も少なく

てすむようになるってことですね！ 

：いやいや，確かに少子高齢化が進み人

口も減っていくって言われているこの厳

しい時代，乗り切っていくためには，我々

行政だけの頑張りでは限界があるのは事

実だけれど，だからといって我々の仕事

を市民に肩代わりしてもらおうっていう

スタンスはなんだか筋違いだと思わな

い？ 

 より多くの人たちが自分ごととしてまち

のことを考え，自ら行動していく，その

結果まちがよりよくなっていく。そうい

う自治の機運と自治が進みやすい仕組み

をつくることが我々の役割だと思うけど

なぁ。 

：私もそっちの方がしっくりきますね。 

：ふうん，僕はなんだかまだすっきりし

ないなあ…。 

：まあまぁ，追々深めていこうじゃない。 

 

大徳寺さん：区役所 3 年，本庁 5 年， 

        区役所地域力推進担当 2 年目 

渡月さん：区役所庶務担当一筋在職 5 年目 

清水さん：区役所地域力推進担当 3 年， 

     本庁 1 年目 
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Ｑ１：そもそも「協働」って何だろう？ 

Ａ１…「協働」とは，問題意識を共有しなが

ら，それぞれが得意分野の役割を分担して

ものごとを進めること。 

 

：前に研修で「協働」っていうのは「立場

の違う人たちも含めて，複数の人たちが問

題意識を共有して共に動く」ことだって聞

きました。 

：それって私が講師してた研修じゃないか。 

：あ，そうでしたっけ？（笑）。 

で，その協働ですが，なんでそんな面倒く

さいことしなきゃならないかがもうひと

つ腑に落ちないんですよね。立場が違えば

考え方もやり方も違うし，一緒にやってい

くのって大変だと思うんですよ。 

：その研修では，確か「『協働』には同じ

ところに集まって一緒に何かやるだけで

はなくて，問題意識が共有されているなら

別のところで別のやり方でやることも含

まれるから，『共同』よりも幅が広い」っ

て話もしたと思う。 

：え…えっと…そうでしたっけ（笑）。で

きればもう少し具体的に…。 

：例えば，地域にある空き家を，防犯上や

安全上の問題から，「なんとかしなきゃ」

とある人が考えたとする。で，その人はと

りあえず家のオーナーさんを突き止めて，

「何とかしてください」と話に行くんだけ

ど，面倒な権利関係ができるから貸すのは

嫌だし，経済的に解体や補修の費用は負担

できないと言われる。するとその人は自分

だけでできることの限界をそこで感じる

わけだ。 

でも，そこであきらめないで，地域の自治

会長さんや区役所に相談に行って，空き家

活用に取り組んでいる事業者や助成金の

窓口なんかを紹介してもらうことで，結局

この空き家はゲストハウスとして活用さ

れることになると，当面の問題は解決する

ことになる。こういうのが典型的な協働じ

ゃないかな。 

：「空き家をなんとかしないと」という問

題意識が多くの立場の異なる人たちに共

有され，いろんな方向からのアプローチが

あった結果，問題が解決したということで

すね。 

：協働ってなんか組織みたいなものをつ

くらないとダメみたいなイメージ持って

ましたけど，必ずしもそういうわけではな

いんですね。 

：問題意識の共有なくして協働は成り立た

ない。だからその共有の仕方が大事だね。

しっかり話し合って，まずなるほどと共感

してもらうこと。そして，「ああ，これは

私の仕事だな」と思ってもらえるかどうか

に成否がかかっているといえるね。 

 

 

Ｑ２：「協働」の役割分担をどのように考え

る？ 

Ａ２…協働することで生み出せるものを見定

め，協働のプロセスの中で役割を話し合う

ことが大事。 

 

：それは市民の方々同士の場合も，私たち

が市民の方々と協働しようという場合も

基本的に同じですね。「共通の問題に取り

組む当事者同士」っていう了解がお互いで

きないとうまくいかない気がします。結局

は，相手との信頼関係なのかな。 

：そうだよ。だから，相手の立場や事情も

聞かずに，思い込みだけで一方的な提案を

したり，仕事を丸投げしたりするのは NG。

それじゃ「動員」になっちゃう。特に我々

行政は気をつけないといけないね。 

：そうかあ，結構難しいものなんですねえ。 

：それに，問題意識だけ共有できればいい

第１章 行政が市民参加や協働を展開する必要性と意義 

(2) 協働を進める必要性や意義とは？ 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●   

Ｑ１：そもそも「協働」って何だろう？ 

Ｑ２：「協働」の役割分担をどのように考える？ 

Ｑ３：混沌とした状況から，いかにして糸口をみつけるのか？ 

Ｑ４：「協働」を通して何を目指すのか？ 

 

☞ 
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というものではない。研修でよく「市民と

協働で何か取り組む時，市民には何をどこ

までやってもらって，行政は何をどこまで

やったらいいんですか？」っていう質問が

出るんだけど，見切り発車をするからこう

いう悩みが起こるんだね。 

  協働は手段であって目的そのものではな

い。行政，市民単独で取り組んだ方が良い

結果を生み出せる可能性のあるものもた

くさんある。協働することで生み出せるも

の，協働しないと生み出せないものをしっ

かりと見定めて，目的の共有化，目標設定，

信頼関係づくり，プロセスづくりをするこ

とが大事だよね。 

：なるほど。大枠で問題意識が共有できた

からって安心してちゃいけないんですね。

お互いの役割分担とかもしっかり話し合

っておかないと。 

：役割の話し合いが詰められていなかった

ばかりに，「え！これはそっちでやってく

れるんじゃなかったの？！」なんてことに

なるのはお互い不幸だからね。 

けれど，協働のプロセスの中では，最初の

想定を超えて，それぞれが喜びややりがい

を感じて新たな役割を積極的に担う，って

いう瞬間もしばしばおとずれる。それがう

まくいった協働の醍醐味だね。 

 

 

Ｑ３：混沌とした状況から，いかにして糸 

   口をみつけるのか？ 

Ａ３…まずは，いろんな人の思いに耳を傾け，

一緒に考えることから始めよう。 

 

：私は，協働の醍醐味って他にももっとあ

るような気がします。 

：というと？ 

：区役所のまちづくり推進の担当をしてい

ると，まちづくりの活動をしている方たち

と毎日のように顔を合わすので，皆さんの

モチベーションの源泉みたいな話を聞か

せてもらえる機会にも恵まれるんです。活

動のきっかけになった経験やまちに対す

る愛…そういう深いところの話を聞かせ

ていただいたことがとっても良かったで

すね。 

：そりゃいい話だとは思うけど，それが協

働を進める醍醐味になるの？ 

：そうですね…例えばこんなことがありま

した。 

 ある事業にいろんな立場の方々と一緒に

取り組むことになったんですけど，最初は

私たちに対する難しい要求や提案がぽん

ぽん出てくるわ，会議では意見がまとまら

ないわ大変で，春に来られたばかりの課長

が相当困っていたことがありました。 

 でも，以前から聞いていたみなさんの活動

の背景とか，活動に対する「想い」につい

て思い出しながら考えていると，そうした

要求や発言の真意がだんだんわかってく

るんですよね。 

 何回目かの会議の席上で「それって結局こ

ういうことをしたらいいんでしょうか？」

って私が投げかけたら，皆さん口をそろえ

て「そう！そう！それだよそれ！」って。

そこから事業は非常にスムーズに転がり

出して課長が目を丸くしてました（笑）。 

：混沌とした状況から何かがきっかけにな

って突破口が開ける。この時に功を奏した

のは，清水さんが普段からみなさんの思い

に耳を傾けて理解に努めていたことだね。 

  研修でよくある質問に「行政職員は全体へ

の奉仕者であって，個々の市民の奉仕者で

はない。『協働』というけれど，どこまで

個人の細かい要望に応えたらよいのだろ

うか？」っていうのがある。そこを悩む前

にやってほしいことは，清水さんがやった

みたいにその人がなんでそういう要望を

大徳寺さん：区役所 3 年，本庁 5 年， 

        区役所地域力推進担当 2 年目 

渡月さん：区役所庶務担当一筋在職 5 年目 

清水さん：区役所地域力推進担当 3 年， 

     本庁 1 年目 
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しているのか，要望という形で何を伝えよ

うとしているのかについて考えてみるこ

とだね。 

 

 

Ｑ４：「協働」を通して何を目指すのか？ 

Ａ４…「協働」はあくまで「問題解決の手法」！ 

 

：市民からの要望を分析するってことです

か？ 

：そうだね。そもそも解決しなきゃならな

い根本的問題は何なのか。まずみんなに実

践してほしいと思うのは，「一緒に考える」

ってことかな。多様な立場の人たちが関わ

り，持っている情報や知恵を集めることで，

問題の核心にたどり着く可能性は高まる

し，解決策のアイディアが浮かび上がって

くることもある。そのためには，より多く

の人たちと問題意識を共有する「仲間」に

なっていかなきゃならない。これこそ市民

と行政の協働のまちづくりの典型だね。そ

のプロセスにどこまで誠実に関われるか，

市職員，行政組織の力量が問われていると

思う。 

：なるほど。なんでもかんでも我々行政だ

けで問題を解決しようとする必要はない

んだ！ 

 協働を契機に，市民の方たち自身が解決策

を考えるなんてことが起こってくるんで

すね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

： 協働を契機に市民の自治の力が引き出

されることがしばしばあるってことだね。 

 でもね，これは我々の責任が軽くなるとか

そういうことじゃないからね。我々行政に

しかできないことだってたくさんある。そ

れは決して忘れちゃいけない。 

  …なんだかずいぶん研修講師モードにな

っちゃったな…。 

 

：いやあ，この前研修で聞いた時より数倍

よくわかったっス！ 

：それ，なんか微妙ですね（笑）。 
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どのような支援が 

実際に地域を動かすか？ 

 市職員円卓会議では，市民参加や市民との

協働に関する経験が少ない職員の皆さんから

「市民による自主的なまちづくり活動の活性

化が必要であることや，市職員が協働を進め

る意義はわかったけれど，どのような支援が

地域を動かすことになるのかイメージがつか

めない」…という声が聞かれました。 

 一方で，地域にとっても連携・協働そのも

のになじみがないことなどから，まちづくり

活動の担い手となる方にも様々な懸念や不安

があるようです。 

 

ある社会福祉協議会の H さんは，こんな事

例を紹介してくだしました。 

--------------------------------------------- 

私の学区は高齢化がすすんで空き家が多い

のが課題。そこで数年前から社協が中心にな

って空き家の調査をしていた。 

 ところが，地元が地道に取り組んできたこ

とに対して途中から区や市が「連携や，モデ

ル事業や」といってきた。 

 正直「そもそも区と市の連携はどないなっ

とんのや？」という思いを抱いたこともあっ

たが，一緒に進めていく中で，調整を重ねて，

市の「地域連携型空き家流通促進事業」の枠

組みを使って,チラシに「京都市」という文字

を入れることになった。すると，チラシに「京

都市」と入っているからか，地域の人からの

信頼度や認知度がぐっと増した。 

 空き家問題は,地元だけでは調査から先へ

進めるのが難しかったが，市の後押しを受け

自治連合会を中心として「○○学区空き家プ

ロジェクト委員会」を立ち上げることができ，

所有者の特定や活用の提案が進んだ。例えば，

空き家を改修してシェアハウスにしたことで，

地域に若い人を呼び込こめた。 

  

連携を通じて，空き家問題が地域の活性化に

向けて動きだした実感がある。 

--------------------------------------------- 

 

本庁と区役所， 

そして地域との連携の中から 

「機会や場の提供」を！ 

 近年，区役所が窓口となるまちづくりの支

援が進んだことで，区や学区あるいはもっと

限定されたエリアを対象とする具体的な地域

課題の事例が集まり，担い手となる人の顔が

お互いに見えはじめてきました。 

 一方で，本庁には，全市的な調査等を踏ま

えて，各部署ごとに課題の解決に向けた枠組

みを作ったり，外部の専門家をコーディネー

トし，ある地域の事例をモデル事例として他

の地域へ発信する力があります。何より，地

域にとっては「京都市」のブランドによって

信頼が高まるという大きなメリットを提供で

きます。 

 先の事例では，本庁・区・学区や地域とい

ったそれぞれの強みを活かして「空き家の活

用を地域のみんなで考えよう！」と呼び掛け

たことで，多くの人が問題の解決に参加する

きっかけを作り,地域と学生が協力して空き 

家の改修作業に取り組む具体的な場をつくり

だしています。 

 

 

 

ここまでは，「行政が『市民参加』や『協働』を展開する必要と

意義」についてみてきました。 

では実際に，どのような支援が地域で求められているのでしょう

か。 

地域で活動している方のお話からは，「京都市」という名前が持

つ力や，本庁と区役所の連携の重要さが浮かび上がってきます。 

 

 

コラム① 

 
市民力・地域力を高める 
取組への支援 
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Ｑ１：市民ボランティアには，何をどこまで

頼める？ 

Ａ１…まずは，行政と市民，お互いが「違う」

ことへの理解と尊重が必要。 

 

：私，区役所にいるとき大失敗しちゃって

…。役所と大学連携の一環で，ボランティ

アの学生さんに広報物のイラスト作成を

依頼したことがあったんです。学生さん，

なかなか提出期限を守ってくれなくて。

クオリティの点で何回かリクエストした

りもしていたら，「ボランティアなのにな

ぜここまでしなきゃいけないのです

か？」って言われて，ついには連絡がと

れなくなってしまって…。 

：かなりリアルな残念事例っすね。 

区役所では自治連合会や各種団体だけで

なく，事業者や大学，NPO などいろいろ

な主体との連携活動が増えてきたし，ボ

ランティアベースで活動に関わる人達も

増えましたからねぇ。 

 行政として，どのレベルまでボランティ

アの人達に要求できるのかは悩みっすよ

ね。 

：そうだね。いろいろな主体が集まって何

かをする時のルールやマナーについては，

「協働がおいしくなる Kyo のレシピ帳」

でも詳しく取り上げられているけれど・・。 

 そもそも，京都市が「協働」って言うと

きは，第一に他の組織に業務委託する際

の契約書や仕様書云々っていうルールの

話と，それも含めて，多様な主体が何か

を一緒にする際の互いの了解事項…いわ

ば協働の作法っていうマナーの話の２つ

があるよね。 

 ボランティアの人に何をどこまで頼める

かっていうのは，後者かな。 

 ルールにしろマナーにしろ，各々の主体

の働き方や意思決定プロセス，時間感覚

の「違い」をまず理解し合うっていうの

が最低限必要なんだと思う。 

：経験が無いんで，具体的なイメージがわ

かないんすけど…？ 

：例えば，我々役所の人間は業務を予算決 

 算に合わせて単年度で考えるし，意思決

定に時間がかかる。広報だとかなり前倒

しで入稿しなくちゃいけないという感覚

が習慣的に身についてるよね。業務時間

も月～金の日中が原則。…ところが，学

生や地域，NPO や事業者は，意思決定の

仕方やそれにかかる時間，活動できる時

間帯など，それぞれ独自の流儀がある。 

 まず自分の組織のルールと，相手側のル

ールが「違う」，ということをしっかりと

認識した方がいいね。 

 

 

Ｑ２：委託契約のルールをどのように考え 

   る？ 

Ａ２…契約を交わした「対等なパートナー」

としての敬意を忘れず，信義に基づくやり

とりを。 

 

：委託契約の際は，こちらのルールに則っ

てやってもらっていいわけですよね？ 

：そうですよね。相手に合わせてたら，

こっちは仕事にならないですもんね？ 

：委託契約だからって「こちらが金を払

うからすべてこちらの言う通りにしても

らう」というのは大間違いだよ。 

 公共の仕事を実際に担ってもらう対価と

してお金を払うんだから，パートナーと

しての対等性は担保しないとね。 

 さらに業務を気持ちよく担ってもらうた

めの心配りや対話が絶対に必要だと思う。 

：え!?…京都市のお財布から支払うのに？ 

：一般的に「契約では支払をする発注元が

強い」っていう文化があるけど，その発想

第２章 行政が市民参加や協働を展開する時に必要となる発想 

(1) 一緒に活動する際のルールとは？ 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  

Ｑ１：市民ボランティアには，何をどこまで頼める？ 

Ｑ２：委託契約のルールをどのように考える？ 

Ｑ３：連携相手と信頼関係を築くには？ 

 

☞ 
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も根本から変えてみたらいいんじゃない

かな？ 

：どういうことですか？ 

：そもそも委託した時点で，京都市直営で

実施するより「何かしらメリットがある」

と判断してるんだよね。例えば，NPO と

一緒にやることで「専門性を活かしても

らえる」とか「我々にとっても新たな気

づきが得られる」とか。 

 ならば，効率的に成果を出してもらいや

すい仕事の枠組みをつくるとか，成果物

などをお互いが共有して活用することで

更なる展開を期待してみる…なんていう

ことも，今後生まれて来るといいよね…

って思うんだ。 

 もちろん，京都市として絶対に守っても

らわないといけないことは契約書にしっ

かりと書き込み，遵守を求める。そして，

契約を交わす前に「なぜそれが必要なの

か」を説明する必要はあるね。 

：たしかに。受託した NPO の人達って，

自分達のミッションに適う事業を選んで

委託を受けるので，本当に一生懸命に携

わってくれますよね。我々職員も，委託

契約だからといってパートナーの苦労や

懸命さを当たり前だと思わないで，相手

への敬意を払う必要があるってことです

ね。 

 

 

Ｑ３：連携相手と信頼関係を築くには？ 

Ａ３…「納得できない」「理解できない」は，

相互理解のチャンスと捉えてみる！ 

 

：じゃあ次は，行政が市民と何か一緒にす

る時のことを考えてみようか。 

 ボランティアベースで活動してる人達は

活動の対価よりも意義や必要性，あるいは

課題が解決されていくワクワク感なんか

を大事にして関わってくれている。だから，

なおさら相手の気持ちや事情を理解して

相手の立場に立って考えるという姿勢が

大事だと思う。 

その上で「これをやっていただくには，こ

の決まり事を守ってください」ということ

を，その理由も含めて事前に説明して，相

手に理解・納得してもらうことが絶対必要。

それを“なぁなぁ”にしてしまうと，後でト

ラブルになる。 

：自主的な市民活動に行政が協力する場合

はどうですか？相手のルールや事情に合

わせるってことになりますか？ 

：その場合も，相手の活動への敬意や相手

側の主体性やルールの尊重が基本姿勢に

なるってことっすよね。 

：うん。しかし，必要に応じて「こちらと

しては，これはこうした理由で難しいので

す」と説明し，相手側にこちらの事情を理

解してもらうことも大事だと思う。 

 その上で，納得できない，理解できないこ

とが出てきたら，お互いに質問しあったら

いい。それは相互理解のチャンスだから。 

 可能な限りルールや取り決めを双方の納

得のいく形で改訂したらいいと思う。 

：たしかに！そうしたやりとりが忌憚なく

できたら，お互いの信頼関係もできるし，

そこで初めて柔軟性とか対等性とかも生

まれますよね？なるほどなるほど…。 

  

大徳寺さん：区役所 3 年，本庁 5 年， 

        区役所地域力推進担当 2 年目 

渡月さん：区役所庶務担当一筋在職 5 年目 

清水さん：区役所地域力推進担当 3 年， 

     本庁 1 年目 
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Ｑ１：異動！その時，市民との連携をどう引

き継ぐ？ 

Ａ１…異動があっても，ひとりで抱え込まな

い！まちづくりアドバイザーや地域のキ

ーパーソンとつながろう。 

 

：区役所って，以前は要望や手続きを行う

場所という印象が強かったけど，独自予算

が配分されて，助成金事業が拡充された

りしてから本当にたくさんの人達が集う

ようになりましたよねぇ。 

：市民にとって，区役所が地域課題の解決

に取り組むパートナー的存在になりつつ

あるんだったら嬉しいよね。 

：それについては思うところが少しあって。

…区役所にいるとき，市民活動支援に関わ

らせてもらってたんですが，本庁に異動

が決まった時，今まで一緒にやってきた

皆さんから「え～っ，ここまで一緒にや

ってきたのにぃ！新しい人が来たらまた

イチからやり直しじゃない」って，もの

すごく落胆されたんです。担当してた事

業があと一歩で一段落するところだった

こともあって，私自身不甲斐なさも感じ

ました。 

：京都市に突然の異動はつきものっすから

ねぇ。 

：京都市は異動ありきなんだから，そこは

手を打っておかないと仕方ない部分かも

しれない。 

 一緒に関わるみなさんとビジョンのすり

あわせをしっかりして，主担当と副担当

のコミュニケーションを密にしておくと

か。 

：たしかに！それやっとかないとまずいっ

すよね。 

 

 

 

職員にも限界があるのでは？ 

：でも地域の中には，組織より人のつな

がりに重きを置く方もおられますよね？ 

：「あんたにやったら相談できる。」と言

われるのはすごいと思うけど…職員個人

のキャラで引き受けすぎちゃってる部分

もあるんじゃないですか？ 

：まぁ，人と人のつきあいって簡単に整

理したり引き継いだりしにくいよね。「そ

の職員だから引き受けてた」って仕事も

あると思う。 

そんな場合こそ，「イチから出直し」をチ

ャンスととらえて，協働の仕切り直しを

してもいいんじゃないかな。 

：なるほど，そういう考え方もあります

ね。そういえば，先日久々に区に顔を出

したら，担当してた事業でお世話になっ

た方から「本庁でも頑張ってるか！」っ

て声をかけてもらいました。今のうちの

局長のこともご存じで…人って，異動し

てもつながっていくんですね。 

：そういえば異動に関しては，僕にも苦い

思い出がある。新任の区役所時代，区民の

相談に熱心に対応したら，予想以上に期

待を持たれて，応えられずに大きな失望

感や頼りなさを抱かせてしまった… 

： え～っ？？？！！！ 大徳寺さんにも

そんな時代があったんですか？？ 

：うん，僕自身に「市民参加を推進するん

だ」みたいな理想で頭でっかちなとこがあ

って…。道路行政とか教育行政とか，区役

所だけでは対応できない案件もあったし，

そうしたことを本庁の関係所管につなぐ

ネットワークも人脈もなかった。周りにヘ

ルプを出すという発想もなかった。 

今だったら，同僚や先輩，上司，それから

本庁の知り合いに「助けて！」ってばんば

んヘルプを頼むけどね（笑）。 

 

第２章 行政が市民参加や協働を展開する時に必要となる発想 

(2) まちづくり活動の「窓口」ってなんだろう？ 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●   

Ｑ１：異動！その時，市民との連携をどう引き継ぐ？ 

Ｑ２：で，結局「窓口」って何？ 

 

☞ 
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区職員の頼れる味方！？ 

～まちづくりアドバイザー～ 

：区役所にまちづくりアドバイザー（まち

アド）が配置されてからは，市民との接し

方とか，いろいろと学ばせてもらったな

ぁ。 

：例えばどういうことですか？ 

：まちアドもそれぞれ個性があるんだけど，

僕が学んだのは「問題解決の主体は市民

だ」っていうこと。地域の人こそ活動の

主体であるという相手への敬意。 

 『市民からの要望に対してできるできない

を即答する前に，なぜそれが必要なのか，

本当にそれが必要なのか問いかけ，丁寧

にやりとりする姿勢』を学ばせてもらっ

たよ。 

そうやって対話を重ねて相手を理解する

過程で，お互いに本当のニーズに気づい

たり，もっと本質的なニーズを発見した

りするんだよね。 

：私も異動の時，まちアドさんにフォロー

してもらいました。「後は任せて！」って，

地域との間に入り，また私の後任に対し

ても丁寧に引き継ぎのサポートをしてく

ださったんです。 

まちアドの皆さんは，ホントに十人十色

って感じの仕事スタイルみたいですけど，

職員とは違ったネットワークがあったり，

地域のキーパーソンとつながっておられ

たりいろんな強みを持ってはりますよね。 

 

 

Ｑ２：で，結局「窓口」って何？ 

Ａ２…「窓口」とは，場所ではなく「ヒト」。

人がつながることで，つながりを生み出す

“プラットフォーム”が生まれる可能性が

ある。 

 

：「まちづくりに関する情報を集約する窓

口」が必要だとか大事だとか，よく話題

になるんすけど，窓口の場所がどこかと

か，そういう問題じゃないっすよね？ 

  「情報の集約」にしても，単に情報ばっ

かり集めたってしょうがない気がしてき

ました。いろいろな情報が集まって，そ

の情報が新たなつながりを生み出す窓口

“機能”っていうか…。いろいろなことを

知っていて，いろいろなつながりを持っ

ていて…つないでくれる「ひと」が必要，

ってことなんすよね。 

：そうだね。市民参加推進フォーラムや

市民公募委員サロンなんかでは，「地域活

動と行政，いろいろな活動同士をつなげ

られる人（コンシェルジュ）が行政の中

に居て欲しい」という意見が頻繁に提起

されるけど，いろいろな情報が集まる行

政のスタッフにその役割が期待されてる

んだと思う。一方，「コンシェルジュは行

政だけにいれば良いのか？」という提起

もあった。 

：どういうことですか？ 

：つまり，市民・事業者・ＮＰＯなど，

つなげられる人は色んな場所にいるのが

望ましく，そうした人が集まってくる，

新しい事や協働の取組が始まったりする

ような，“プラットフォーム”こそ必要だ

という提起なんだけど。 

そうしたプラットフォームをどう作って

いくのか，ということがこれから重要に

なってくると思う。 

：そういう意味では，区役所・支所のま

ちづくりカフェ事業とかが，「つなげられ

る人，つながる人」が集うプラットフォ

ーム的な役割を果たせそうですよね。 

大徳寺さん：区役所 3 年，本庁 5 年， 

        区役所地域力推進担当 2 年目 

渡月さん：区役所庶務担当一筋在職 5 年目 

清水さん：区役所地域力推進担当 3 年， 

     本庁 1 年目 
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つなげる必要，つながる必要？ 

「市民活動推進のために行政が何でもかんで

もネットワークをつくって，つなげる必要は

あるの？」「市民の中にはつながることに必要

性を感じない人や，そうした要望がない人も

多いのではないか？」「そもそもネットワーク

づくりって，役所の仕事なの？」という疑問

を持つ人も少なくないと思います。みなさん

はどう思われるでしょうか？ 

 「地域における幅広い分野の活動主体」と

して，自治会や各種団体をはじめ，いろいろ

な NPO や市民グループが市政やまちづくり

に活発に参加されています。その一方で，自

治会等の地縁組織とＮＰＯ等の志縁組織との

融合が不十分だったり，お互いのことを知ら

ず，さらには「知らず嫌い」をしていたりす

る場合も少なくありません。そうした場合，

人と人，組織と組織，人と組織をつなぐ，つ

なぎ役を行政が担うと，地域の中のつながり

がさらに強まる可能性があるのではないでし

ょうか？ 

 地域でいろいろな関係者がつながれば，地

域主体の自治能力や問題解決能力がアップし，

ひいてはより良い区政，市政に資すると考え

られます。 

 

行政内部のつながり強化も必要！ 

 役所内での「つながり」についても考えて

みましょう。区役所で区民の方々との協働を

経験した職員が本庁に移動した場合，「本庁で

は同じ所属内でも，他の人が何の仕事をして

いるかなかなか分からない」「組織内部の調整

が仕事の中心で，市民の反応が分からず，人

との関わりが希薄な感じがする」と感じる人

も少なくないようです。しかし，庁内でだん

だんつながりができ，仕事内容も分かってく

ると，内部調整の重要性や，庁内連携の先に

ある市民との関係をも考えられるようになり， 

 

やりがいも出てきた，というお話を何人かか

らうかがいました。 

 

目指すのは，多様なつなぎ役！ 

 役所内と同様に，地域内でもまだまだ縦割

りの状況があります。連携や「つながり」を

利用してお互いの得意技で互いの不得意を補

うことでうまく進むことも多くなります。 

 連携したり，つながっていったりするため

には各自の自覚も必要ですが，誰か気持ちよ

くつなげてくれる人がいたらありがたいです

よね？そうしたつなぎ役を務めるのは大変で

すが，行政職員もその役割を担うことは可能

なのではないでしょうか？そして職員が率先

して「つなぎ役」になってみると，地域や NPO

の中にもそうした「つなぎ役」を担ってくれ

る人がいることに気づくことになるでしょう。 

 

知らない＝無関心で，終わらせない！ 

 まちづくりとは，行政だけが担い手ではあ

りません。社会福祉法人やＮＰＯ等の公益団

体だけではなく，町内会や自治会，地域の各

種団体，ボランティアグループ，営利法人で

ある企業や個人事業者もまちづくりの一端を

担っているパートナーです。こうした市民の

活動のことを，市職員が知らなかったり，無

関心でいたり，ましてや知らないことに無自

覚では，協働はひろがりにくくなるでしょう。 

 逆に，「自分はまだ知らないことがある」と

いう自覚をもつことが，協働を進める際の強

みになるかもしれませんね。 

 

ここまでは，「行政が『市民参加』や『協働』を展開する際に必

要となる発想」についてみてきました。前頁の最後で「つながる」

ことの重要性にも少し触れましたが， 

「つながる」ことの重要性について，もう少し詳しく考えてみま

しょう。 

そもそも，「つながる」必要ってあるのでしょうか？ 

 

 

コラム② 

 
地域における 
幅広い分野の活動主体をつ
なげる 
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市民が「まちづくり活動しよう」と思った時，

それを後押しする機会って？ 

：そういえばこの前，区役所の窓口にお

じいさんが来たんですけど，まちづくり

推進担当が誰もいなかったんで，仕方な

く僕が対応したんすよ～。定年退職した

とかで，「これからは京都のために何かし

たいんやけど，どこに行けばいいかわか

らんからここに来た」って。 

：その方から「コレをしたい」っていう

具体的な話はあったんですか？ 

：いや，全然。漠然と「何したらいいか

な～自分に何が出来るのか分からない」

って話してたんで，僕も何を伝えたらい

いのか分かんなくて。 

 とりあえず【市民しんぶん】をお渡しし

て，「京都市の HP【京都市情報館】を見

たら，京都市のやっている様々なことが

分かりますし，【いつでもコール】も便利

ですよ」と案内しましたけど…。 

：市民の方が情報を得る方法としては，

人が集まる場所に行ってみる，っていう

のもあるんじゃないかな。区によっては，

市民の方々が集まっていろいろな話をし

て，そこからグループを作って活動して

いるところもあるね。 

：区役所・支所のまちづくりカフェ事業

とかですかね？うちの区でもやってま

す！色々な人が集まっていて話題も多岐

にわたりますし，実際に活動している方

とつながれますし，確かに，何かやりた

いと思っている人にとってはいい機会だ

と思います。 

：じゃあ，単に窓口で情報提供するだけ

じゃなくて，人を介して情報の交流が生

まれたり，色んな人とのやり取りを通じ

て，まちづくり活動への関心が深まるよ

うなきっかけをつくる役割りを，行政は

既に担ってるんですね～。 

僕はまちカフェに参加したことないんで

すけど，職員自身もそういうのに参加し

たら，まちづくり活動をしようとしてい

る人や，これからしようと思って情報を

求めてきた人の話が聞けたりするってこ

とですよね！ 

：そうそう。職員でも積極的に参加して

いけばいいと思うよ。 

：ところで，さっきのおじいさんは納得

して帰られたんですか？ 

：うん。その時はそれで納得して帰って

いったと思う。 

 

話を聞くことの大切さ 

：渡月くんに自分の気持ちを聞いてもらえ    

 たのが良かったのかもしれないね。 

 もし次にその方が「コレしたい！」って

言ってくることがあれば，その時に色々

と伝えてあげられたらいいんじゃないか

な？ 

：そうですね。「何したらいいか分からな

いけど何かしたい」っていう思いは，し

っかり聞かせてもらいましたから，それ

で満足された部分もあったのかも。 

でも，もし次に来られるとしたらその時

こそもっと詳しく案内したいので，それ

までに僕自身も色々な情報を仕入れてお

きたいと思います。 

 全ての部署や担当のことを知っておくの

は無理ですけど，分かる範囲で案内した

いと思うので，他の区の情報とか，いろ

いろ教えてもらえたら嬉しいっす！ 

：今度，一緒にまちカフェに参加してみよ

うか。面白い人にも出会えるし，いろいろ

な情報をそこで得ることができると思う

よ。 

第 3 章 実践編！ 

 

実録！？ 窓口対応から始まる活動支援 

そして協働への道のり 

行政が「まちづくり」や「協働」を展開する必要性や意義について，大徳寺さんや清水さん

と話す中で，徐々に理解ができてきた様子の渡月さん。 

そんな渡月さんの体験を例に，行政としてはどのような支援ができるのか考えてみましょ

う。 
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活動場所の提供は必要？ 

：この前話してたおじいさん，また僕ん

とこ来られましたよ！「やりたいことが

見つかったよ！」って嬉しそうでした。

「良かったですね～」ってお話ししてた

んですけど，やっぱり困ってるみたいっす。 

：何に困ってた？ 

：「活動場所がない」って言ってました。

「同じことをしたい人が何人かいるから，

みんなで集まって話したり，活動してい

きたいけど，場所がない」って。だから

「借りられる場所ないか」って聞かれま

した。 

：それでどこを教えてあげたんですか？ 

：【いきいき市民活動センター】なら，予

約すれば安い値段で会議室が使えるって

伝えました。もっと他にもあるんすか

ね？ 

：あるんだけど，知らない方が多いよね…。

ちょっとした話をするスペースがあるっ

ていうのは結構大事で，今は，総合庁舎

を整備した区では貸出できる会議室を作

っているところもあるよ。 

  京都市市政参加とまちづくりポータルサ

イト「みんなでつくる京都」には，市民

が借りられる施設の一覧を掲載している

ので，一度見てみるといいよ。 

 

活動に必要なモノの提供って？ 

：あと，活動に必要になってくるものって

あるじゃないですか。例えば事務用品とか

…。そういうので，行政から貸し出して

るものってあるんでしたっけ？ 

：例えば「市がやってもらいたい美化活動

には貸し出しますよ～」というような，条

件付きであったりするね。 

：事務用品とか資機材には限りがあります

し，そうなると，貸し出せる団体と貸し出

せない団体が出てきて，一部の団体に貸

し出すのは問題があるから…とかでしょ

うか？ 

：あ～。確かに「あっちの団体に貸してた

のに，こっちの団体には貸さないってどう

いうこと？」とか言われちゃいそうっす

よね。それに，そもそもそういうのまで，

行政が用意するものなんですかね？ 

：もちろんいずれは団体の自立は必要にな

ってくることだけど，活動が始まったばか

りの時なんかは支援することで活動が安

定することもあると思うよ。 

：確かに，「無料でプロジェクターが借り

られるところがあって，助かった」って

話しを聞いたことがありました。団体登

録をして，貸出予約の手続きをしたら貸

し出してもらえたそうです。 

：じゃあ，施策として取組を進めるなら，

貸出のルールをしっかり作るってことっ

すかね？ 

：そうだね。そして，安易に資機材だけ

を貸し出すのではなくて，市民の方の話

をしっかり聞いた上で，どんなことが出

来るのかということを一緒に考えようと

することも大切だね。 

：行政が資機材を貸し出すという以外に

も，市民の方と一緒にできることがもっ

とありますもんね！ 

：そうっすね。市民の方とどんなことが

出来るのか考えて，その上で必要とされ

る支援をするってのが大事ですよね。 

  市民の方と関わるのがちょっとずつ楽し

みになってきました！ 

（「まちづくり」や「協働」について３人で話し合った夜から数週間後・・・） 

大徳寺さん：区役所 3 年，本庁 5 年， 

        区役所地域力推進担当 2 年目 

渡月さん：区役所庶務担当一筋在職 5 年目 

清水さん：区役所地域力推進担当 3 年， 

     本庁 1 年目 
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情報提供や相談。 

そのとき職員はどう応える？ 

：ちょっと聞いてくださいよ～。 

今度は電話でアポとりが来ちゃったんす

よ～！ 

：え!? 何が来たんですか？ 

：この前，活動場所を探してたおじいさ

ん。「活動場所が定期的に借りれそうな

んだけど，やっぱりきちんと団体にした

いから区役所にあんたがおるとき相談に

行くわ」って…。 

 これ，一度相談受けちゃうと，今後も対

応せざるをえなくなるパターンじゃない

っすか!? 

：なるほど～。そのおじいさんにとって

は，渡月くんが頼みの綱になってきてる

わけだ(笑)。 

  頼られるのって，職員冥利に尽きるよね。 

： ちょっと待ってくださいよ～。こうい

う場合，職員としてどこまでの対応をし

なくちゃいけないんですかね?? 

：確かに，私たち窓口にいる職員が提供

できる情報には限りがありますし，「相手

の事を一番に考えて仕事に取り組めるの

が公務員のやりがい」とはいえ，そもそ

も｢広く公共の｣ってことを考えると，ひ

とりひとり個別のニーズがある情報提供

やまちづくり活動の相談て，どうすれば

いいんだろう？ 

：二人とも，いい気づきをするようにな

ったね(笑)。ここで大事なのは，その人

の求める情報を提供することや相談に乗

ることを通じて，どういった「まちづく

り活動」の展開を後押しできるかを考え

ることじゃないかな？ 

：そういえば，そのおじいさんは「定年

退職後の時間を使って，京都のために何

かしたい」⇒「やりたいことがみつかって，

同じことをしたい人がみつかった」⇒「活

動のための場所を借りたい」…って，まち

づくり活動のステップを踏んできてます

よね。 

：そうだね。かなり順調なステップアップ

だよね。 

：そうそう。僕も応援しましたし！ 

：ということは，「個人的な悩み」に対応す

るのではなくて，「個人発で始まった，公共

活動のステップ」の支援ととらえるべきな

んでしょうか？ 

：…だとしたら，そういう人たちのステッ

プごとの悩みや想いに応える情報を提供す

るためには… 

：「何を求めてるかをちゃんと聴く」？ 

：今回は「きちんとした団体を作りたい」

って，求めてる内容は明確でしょ。 

：じゃあ，どういった団体が「きちんとし

た団体」なんだろう？ 

：NPO 法人ってことでしょうか。 

：法人格があってもなくても，きちんとし

てる団体は，けっこうあるよ。それより，

やることがはっきりしてるとか，意思決定

の方法が決まっているとか，連絡先が公開

されてるとかの方が大事なんちゃうかなぁ。 

…！そういうことだったら，教えてあげら

れることがあるかも！ 

：ほらほら，相手の求めているものにちゃ

んと向き合えば，我々から提供できること

はけっこうありそうなんじゃない？ 

：「個人のニーズがまちづくり活動につなが

る可能性をみつけるつもりで話を聴く」っ

ていうことは，職員なら誰でもできる支援

になりそうですね。 

：そうだね。おじいさんのステップアップ

を渡月君が応援したように個別ニーズをま

ちづくりの課題解決に繋げられたら，職員

として「まちづくり活動への支援」ができ

たと言えるかもしれないね。 

：じゃあ，総務にいながらも市民参加的に

（さらに数週間・・・） 

大徳寺さん：区役所 3 年，本庁 5 年， 

        区役所地域力推進担当 2 年目 

渡月さん：区役所庶務担当一筋在職 5 年目 

清水さん：区役所地域力推進担当 3 年， 

     本庁 1 年目 
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イケてる仕事できるわけですね，僕！ 

：ただ，やっぱり際限なく相談にのるこ

とになるかも？っていう不安はあります

…。かといって，表面的な悩みだけで単

純に関係部署につなぐだけだと，いわゆ

るタライマワシ的な対応になりかねない

し…。 

：それは確かに，むっちゃ不安かも…。 

：確かに，相談に来る人は，信頼できそ

うな人頼みで相談にくる傾向があると思

うよ。でもだからこそ，ステップアップ

の段階を見極めて，同じようなステップ

で情報を求めている人たちや情報交流が

おこなわれている場へとつないでいくこ

とを考えないとね。 

真面目な職員ほど一人で抱え込みがちに

なることが多いんだけど，こんな時こそ

部署の内外あるいは庁内外を問わず職員

が連携を求めていくことが必要なんだろ

うね。 

：相談にはのるけれど，「市民に自ら何と

かしてもらう」という方向性はぶれない

よう，相手の話を「よく聴き」，「受け止

め」，「整理する」こと。 

そして，職員が自分一人で対応しようと

か，答えを用意しようとするのではなく

て，職員同士で共有しながら，「相談にの

る力」を高めればいいってことですね。 

：あ～。僕も今，それ言おうと思ってた！ 

：日ごろから他部局の発信する情報もキ

ャッチしつつ，関連部署に照会したり，

分野別センターや地域のいきセンにつな

いだりしてもいいかもしれないね。 

 

 

 

 

 

 

“サポーターとしての行政職員”から， 

“パートナーとしての行政職員”になろう 

：僕わかってきました。「第２期京都市市

民参加推進計画」には，やらなきゃいけ

ない必要なことが書いてあるんですよ。

例えば，「活動を進めるための人材の育

成」なんて施策は，「活動を進めるための

人材」が必要やから，育成する… 

：それって，行政にとって都合のいい人

材を育てることになりませんか？ 

：正解～！…な訳，あるかぃ！必要性が

あるから計画に盛り込んでいるっていう

見解はある程度正しいとは思うけど…。 

ところで，ここで「育成」される「人材」

ってどんな人たちをイメージする？ 

：前の計画には…「リーダー，コーディ

ネーター，ボランティアの養成講座」的

な事業名が並んでいますね。 

：「行政が推進したい分野の市民サポータ

ーを育成する」っていう感じがするな。 

結局，行政と連携しやすい人をリスト化

しとくって感じすか？ 

：うーん…。確かに養成講座もひとつの

人材育成手法だけど，もっと身近な…。

そうだ，例の渡月君の所によく相談に来

てはるおじいさんは最近どうしてるの？ 

：え？あぁ，H さんですか？元気ですよ。

「北区の社協さんの事例を参考にして，

お年寄りの集まれる場所を作る」って…

カラオケバーと交渉して，毎月ランチつ

きの「歌おう会」をやってはるんですよ。

今では独居の人とかも参加してて…。 

「自治会の役員さんや民生委員さんにも

顔出してもらって，みんなで歌っとるよ。

唱歌でも演歌でも，孫と一緒に歌えるア

ニメソングの練習でも何でもありや。」っ

て言うたはりました。 

：楽しそう！ 

そういえば，「区内の市民活動見本市」で

（またまた数ヶ月を経て・・・） 
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H さんに事例報告を頼むって話も出てる

みたいですね。 

：そうそう。僕から打診することになっ

て…先日お願いしてみたら，「市民活動っ

て何や？わし知らんで。話せへん。」って

言わはるから，「H さんのように市民が自

発的にやってるまちづくり活動が市民活

動ですよ」って答えたら，「そうか。京都

に長いこと住んどっても『京都人』には

なかなかなられへんと思ってたけど，ま

ちづくり活動をして『京都市民』にはな

れたんかもわからんな」って笑ってはり

ました。 

：素敵なエピソードだね。 

H さんの場合は，渡月君の情報提供がき

っかけのひとつになって，活動が生まれ

ていってるよね。 

こういう，人とのやりとりを介した情報

提供だったり他の人への紹介なんかも，

広い意味では人材の育成だと言えるんじ

ゃないかなぁ。 

：渡月さんも，H さんの相談に対応する

ために，情報収集したり区内のネットワ

ークを広げたりされてますよね？ 

…渡月さんとＨさんの関係から考えると，

お互いに「育ち合う」可能性がひそんで

いそうですね。 

：「市民の活動をサポートできる人的資源

やチームを発見する」ということも考え

られるかもしれませんね？ 

：なるほどねぇ。こういう会話をしてる

と，僕自身も目から鱗なことが，ちょい

ちょいあるから面白いよな～。 

：あ!? 

今，僕が大徳寺さんを育成しちゃってま

す？ 

：ぎゃふん。 

清水さん…渡月君に座布団一枚あげて。 

大徳寺さん：区役所 3 年，本庁 5 年， 

        区役所地域力推進担当 2 年目 

渡月さん：区役所庶務担当一筋在職 5 年目 

清水さん：区役所地域力推進担当 3 年， 

     本庁 1 年目 
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 地域においてまちづくり活動を進める人材

を育成するということは，行政→市民の単方

向の働きかけではなく，双方向の育ち合いを

意味します。人材養成の機会や場を提供する

ことにとどまらず，共にまちづくりを進める

パートナーとして，養成後も育ち合う関係性

を築いていくためには，養成研修前，養成研

修実施，養成研修後の一連のプロセスにおい

て市民参加を意識することが大切です。 

 

養成事業を実施するまえに 

 よりよいまちづくりを進めていくために，

市民の方に必要な知識や情報をお伝えする養

成事業がこれまでも数多く実施されています。

そうした養成事業に参加してくださる市民の

方々はこれからの京都のまちづくりにとって

大切な人材ということになりますが，参加し

てくださる方の想いをつなげていくためには，

養成事業の担当者が「この研修を地域の活動

にどのように生かしていくか」という目的を

明確にして，まず庁内で共有することが必要

ではないでしょうか。地域の活動者からは，

同じような養成事業にいくつも参加している

という声も聞きます。養成事業の目的や，ど

のようなまちにしたいかというビジョンが重

なっていれば，役所内の複数の部署が連携を

とって開催することも可能かもしれません。 

 また，養成事業を実施するまえに，市民の

要望も聞きながらどのような養成事業が必要

かということを話し合うことも，市民参加の

ひとつの形といえるのではないでしょうか。 

 

養成事業の実施 

 養成事業では知識や技術を市民に伝えると

いうことのほかにも，市民参加を推進する可

能性が多様にあると思います。例えば，そこ

に参加していただいている方は活動や地域の 

 

課題に関心を持ってくださっている方々なの

で，参加者同士の情報交換の場にもなるし，

行政にとって地域のニーズをキャッチするチ

ャンスになるかもしれません。NPO の方など

を巻き込むと出会いの場になる可能性もあり

ます。養成事業の場をより豊かに展開してい

くことで，そこから行政職員も多くの学びを

得ることが出来そうです。 

 

養成事業の次のステップ 

 養成事業実施が目的化してしまうと，実施

回数や受講人数が評価の指標になってしまい

ますが，実はその先が大切なのではないでし

ょうか。「せっかくサポーター養成講座を受講

したのにその知識を生かす場がない」と，役

所に相談に来られるケースもあるようです。

前述したように，養成事業を企画する際，受

講後の受講者の姿も思い描き，どのようにそ

の方たちの地域での活躍を後押ししていくこ

とができるかも想定することが，地域の活動

の活性化につながっていくと思います。また，

実際に活動を始められた受講者に，養成事業

の内容への意見をフィードバックいただくこ

とでよりよい養成事業に改善していくことが

できる，そうした循環を生んでいくことが大

切ではないでしょうか。 

 

人材養成と人材育成 

 知識や技術の伝達という単方向の矢印のみ

の養成にとどまらず，より広い視点をもち，

養成事業実施前~実施後の次のステップまで

の一連のプロセスの中で，つねに市民参加を

意識することで，行政と市民が共に育ち合う

人材育成が可能になると思います。 

 

渡月さんは，窓口に尋ねてきたＨさんとのやり取りを振り返るこ

とによって，「職員として，市民活動を支援するために何ができ

るのか」について理解を深めることができたようです。 

ここでは，３人の会話で最後に話題に挙がった「市民活動支援の

為に人材を『育成』するとはどういうことか」について，もう少

し丁寧に考えてみましょう。 

 

 

コラム③ 

人材養成から人材育成へ 
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お わ り に 

 

この手引きは 

『職員のための市民参加推進の手引き』 

第１部 市民参加の考え方 

第２部 市政参加編  

  (平成 24 年 4 月公開) 

に続く 

第３部 市民のまちづくり編として 

企画されたものです。 

  

 この間，京都市では区役所の機能強化をは

じめとする様々な市民参加推進の取り組みが

すすみました。 

 また，全国的な動きに目を向ければ，平成

26 年 12 月のまち・ひと・しごと創生法の施

行によって，いわば市町村の生き残りをかけ

た創生総合戦略の策定がはじまり，京都市も

例外ではないという状況です。 

 そんな中で，「未来の京都を創りだす鍵は，

徹底した市民参加で『市民力』を引き出すこ

と」という掛け声だけが先行すれば，職員の

皆さんにとって市民参加が重苦しいタスクや

縛りの様に捉えられてしまうのではないか。

あるいは，市民参加や協働という言葉が，動

員や誘導に近いものとして認識されてしまう

のではないか…。そうではなくて，どうすれ

ば「よりよいまちづくりのパートナー」とし

て，お互いに強みを引き出しあう関係だと気

づいてもらえるか…。 

 手引き作成を担当する部会でも，市民参加

推進フォーラム全体会議でもそんなことを考

えるうちに，いつしか「第 3 部」という位置

づけを逸脱して，市民参加に一歩を踏み出そ

うとする人や，踏み出したけれど迷いを感じ

はじめた人へのエールを，少々おせっかい気

味に詰め込んだ手引きとなってしまいました。 

 

 作成にあたって，フォーラムの自主勉強会

にお招きしたゲストスピーカーの市職員の皆

さん，市職員円卓会議に参加された皆さん，

まちづくりアドバイザーの皆さんなど，多く

の方のご協力・ご示唆を頂戴しました。 

ありがとうございました。 

 

 願わくば，この手引きが，少しでも数多く

の現場で活用されますように。また，行政職

員のための手引きを市民と職員の協働で作成

するという手法が引き継がれて，数年ごとに

上書き更新がされることを期待しています。 

 

京都市市民参加推進フォーラム 

      総合企画局総合政策室 

 

 

この手引きに対する御意見や御感想，市民

参加の成功事例や失敗事例などを募集して

います。 様式は自由ですので，総合企画局

総合政策室までどしどしお寄せください。 

電話：075-222-3178 

ファックス：075-213-0443 

MAIL：daigaku-shiminsanka@city.kyoto.jp 

 

 

 

 

＜編集後記＞ 

 

○「より良いまちにしたい」という願いは、

市民・行政が協働するからこそ実現できるも

の。協働の具体的なイメージを描いてもらえ

ることを目指して部会では何度も話合いを重

ねました。手引きの中で特に「窓口とは、場

所ではなくヒト(p12)」「サポーターとしての

行政職員からパートナーとしての行政職員に

なろう（p18）」という言葉が響きます。協働

って単に課題解決のための機能ということだ
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けではなく、ヒトとヒトが思いを共有したつ

ながりのプロセスだということを、渡月さん

とおじいさんのエピソードを通して感じてい

ただければと思います。（川島 ゆり子） 

 

○早いもので市民参加推進条例が施行されて

から 10 年以上が経ちます。私自身、施行さ

れた時期は大学に進学した時期であり、それ

から共に一市民や大学、NPO 等の立場として

関わりました。 

最初のうちは市民協働という形のイメージが

お互い分からず、五里霧中から少しずつ見え

てきた形が今回手引きとして一つの形になっ

たこと、そして素敵なみなさんとこの手引き

に関われて嬉しく思います。 

市民協働の模索はこれからも続きます。この

手引きも公務員の方々や市民が協働でバージ

ョンアップされ、今後より良きものになるこ

とを期待しています。（小辻 寿規） 

 

○市職員の方々の手引きということで、実際

に市職員円卓会議にて現職員の方々にお話を

お聞きし、その上での手引き作成となりまし

た。この手引き作成自体が、市職員の方々と、

多くの市民との協働作業であったように思い

ます。この手引きを見ていただくことで、市

職員の方々と市民とが共に参加し、共に喜び

合えるような取組が、これからさらに数多く

生まれていくきっかけに少しでもなれば嬉し

いです。（西村 睦） 

 

○行政が「あたり前」って思っていることが、

市民にとってはあたり前じゃないことがたく

さんあると思います。自ら協働に向けて・・・・

ってなるとハードルが高いよう気もしますが、

市民と関わる機会があったときに皆様が「あ

たり前」って思っていることを市民に投げか

けてみてください。きっと、そこから協働が

はじまると思います。（初田 英人） 

『職員のための市民参加推進の手引き    
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